
令和６年度 第４回 富田林市、太子町、河南町及び千早赤阪村 

地域公共交通活性化協議会 議事録 

 

日時：令和７年３月２７日（木）午後２時～午後３時     

会場：河南町保健福祉センター「かなんぴあ」２階 大会議室 

 

●出席委員 ２７名 

猪井委員、中村委員（オンライン出席）、釈迦戸委員、江藤委員、大上委員、亀井委員、

西田委員、湯口委員、岡崎委員、古川委員、金谷委員、伊藤委員、川邊委員、田邉委員（オ

ンライン出席）、野谷委員、松川委員（オンライン出席）、市村委員（オンライン出席）、

芝辻委員、小森委員、中塚委員、𠮷村委員、音羽委員、田中委員、村岡委員、森田委員、

江島委員、菊井委員 

 

●欠席委員  ３名 

井関委員、松崎委員、佐藤委員 

 

●公開・非公開の別 公開 

 

●傍聴人数 ２６名 

 

●会議次第及び議事要旨 

案件 

（１）規約の一部改正について 

事務局より資料１、参考資料１に基づき説明し、承認された。 

（２）地域公共交通計画の策定について 

   事務局より資料２、参考資料２－１～２－３に基づき説明し、承認された。 

（３）金剛ふるさとバス利用促進検討分科会の報告について 

事務局より資料３に基づき説明した。 

（４）令和６年度 地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通調査等事業）の二次

評価結果の報告について 

   事務局より資料４、参考資料３に基づき説明した。 

（５）その他 

 ・次回協議会について 

事務局より次回会議の開催日時等について、報告した。 

日時：令和７年５月２０日（火）午後３時～ 

場所：河南町保健福祉センター「かなんぴあ」２階 大会議室 

 

●資料 

別紙  委員名簿 

資料１ 規約の一部改正について 

資料２ 地域公共交通計画の策定について 

資料３ 金剛ふるさとバス利用促進検討分科会の報告について 



 

資料５ 令和６年度 地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通調査等事業）の 

二次評価結果の報告について 

参考資料１   改正後規約（案） 

参考資料２－１ パブリックコメントの実施結果について 

参考資料２－２ パブリックコメントに対する意見一覧表 

参考資料２－３ 金剛ふるさとバス沿線等地域公共交通計画（案） 

参考資料３   二次評価結果の公表内容 

 

●議事概要 

会長挨拶 

 𠮷村会長  皆様、こんにちは。地域公共交通活性化協議会の会長を仰せつかってお

ります、富田林市長の𠮷村善美でございます。まず初めに、本協議会委

員であります松田貴仁氏が去る２月２３日にご逝去されました。松田貴

仁氏は、富田林市副市長として富田林市政の進展に尽くされましたほか、

本協議会におきましては、設立時の協議会会長の重責を務められ、旧金

剛バスの廃止に伴う新たな公共交通の導入検討について先陣を切って

取り組んでいただいておりました。松田貴仁氏の復帰を誰もが望んでい

たところであり、まことに残念であります。松田貴仁氏のご冥福を心よ

りお祈り申し上げます。それでは、本日の協議会でございますが、今年

度策定予定であります「地域公共交通計画」策定にかかるご審議も今回

が最終となります。これまで、委員の皆様におかれましてはお忙しい中、

ご意見をいただきまして誠にありがとうございます。本日の会議では、

計画案の概要の説明とパブリックコメントでいただいたご意見に対す

る回答の協議、および前回の協議会でご承認いただきました計画素案か

らの変更内容の説明をさせていただきます。また、規約の変更協議のほ

か、３月２１日に開催いたしました、第１回目の金剛ふるさとバス利用

促進検討分科会などについてもご報告させていただきたいと思います

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 

案件 

（１）規約の一部改正について 

 事務局   資料１をご覧ください。 

まず、改正の趣旨としまして、本協議会の設置目的を記載した条項など

について、金剛ふるさとバスの運行が実施されている現状に即したもの

とするため、また、会長が当事者の双方の代理となる場合において、副

会長が会長の職務を代理することを規約に明文化するため、改正するも

のでございます。次に、改正内容としまして、第１条と第３条に記載さ

れている「金剛バス」を「金剛ふるさとバス」に変更いたします。また、

第６条第４項で規定する副会長が会長の職務を代理する場合について、

「双方代理となる事項」を追加します。なお、双方代理とは、同一人が

契約当事者双方の代理人となって契約を締結することをいい、民法では

原則として禁止されています。本協議会で言いますと、本協議会と富田



 

林市とで契約行為などを行う場合、同一人である𠮷村会長と𠮷村市長が

これを原則行うことはできないことから、会長に代わって副会長が代理

して行うことができる旨を規約に明記するものです。なお、今回の改正

は、双方代理に該当する事項について副会長が代理して行うことを規約

に注意的に明文化しておくための趣旨のものであり、これまでの契約行

為には問題ありません。最後に、この改正は令和７年４月１日から施行

いたします。 

 

 𠮷村会長  議事「１．規約の一部改正について」承認することに、ご異議ございま

せんでしょうか。 

 

 各委員   異議なし。 

 

（２）地域公共交通計画の策定について 

 事務局   資料２ １ページ目をご覧ください。 

まず、①パブリックコメントについてご説明いたします。前回の協議会

で地域公共交通計画の素案をご承認いただき、その後、４市町村におい

て素案に対するパブリックコメントを実施いたしました。実施の概要と

いたしまして、実施期間につきましては、令和７年２月１日から２８日

までの約１か月間、皆様のご意見を募集いたしました。このパブリック

コメントに関する周知は、広報誌、ウェブサイト、SNS などにより行い、

素案の閲覧場所はウェブサイトのほか、４市町村の公共施設などに設置

いたしました。意見の提出方法は、持参、郵送、FAX、メールに加え、電

子フォームでの提出といたしました。 

参考資料２－１をご覧ください。 

１ページの２．実施結果としましては、全３９名の方からご意見をいた

だきました。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。なお、

５名の方からのご意見は、住所氏名不記載のため、残念ながらパブリッ

クコメントの手続上無効な意見として、非公表扱いとさせていただいて

おります。 

パブリックコメントの該当項目別の表をご覧ください。 

「01 はじめに」は０件、「02 地域の概況・地域公共交通の現状」では２

件、「03 基本方針及び計画の目標」では６件、「04 目標を達成するための

実施事業」では３４件、「05 計画の推進」では１件、「計画全般」では５

件、「その他関連」では２５件、「他のパブリックコメントに関する意見」

では１件と、全７４件分のご意見がございました。具体的なご意見につ

きましては、別途参考資料２－１、２－２にて整理しておりますが、い

くつかご紹介させていただきます。 

参考資料２－１ ２ページ目をご覧ください。 

２ページ以降では主な意見の概要と計画書の該当ページ、及び同様の意

見の件数と事務局の考えを示しております。計画書の「02 地域の概況・

地域公共交通の現状」に対しましては、２件のご意見がございました。



 

表１段目のとおり、計画書の２０ページに対して「“高齢者の運賃減額割

引を導入してほしい。”というワークショップでの意見があったが、高齢

者だけでなく、通学に利用している学生も対象にしてほしい。」といった

事業に関するご意見がございました。このご意見に対し、事務局としま

しては、「本地域の地域公共交通については、利用者が利用しやすいサー

ビス内容への改善が必要と認識しております。来年度以降、分科会を 

設置し、現在のサービスレベルを基本としつつ、いただいたご意見の内

容につきましては今後の事業検討の参考とさせていただきます。」と考

えを記載しております。 

続きまして、下の表の通り、計画書の「03 基本方針及び計画の目標」に

対しましては、６件のご意見がございました。表４段目の通り、計画書

４５ページに対して「「交通事業者は『サービスの改善、情報案内の提供・

充実』」等とあるが、具体的に近鉄については何を求めているのか。」と

いったご意見がございました。事務局としましては、「鉄道駅は、交通結

節点としての機能を持っており、バスやタクシーなどへの円滑な乗継が

求められています。金剛ふるさとバスの時刻表の見直しには、近鉄電車

のダイヤ改正などの情報提供は必要不可欠になります。また、P.５６事

業５の取組内容１の通り、駅ロータリー内での乗継案内の強化など、こ

まやかな連携により利便性の向上を図ってまいります。」と考えを記載

しております。 

続きまして、３ページをご覧ください。 

計画書の「04 目標を達成するための実施事業」に対しましては、３４件

のご意見がございました。少しご意見数が多いので、特にご意見が多く

挙げられたものを３つほどご報告させていただきます。表４段目の通り、

計画書５３ページに対して「乗務員の確保のための対策も入れてもらっ

ているが、「検討」とされている。できる所からすぐ実施して乗務員の確

保を進めてほしい。」といった乗務員確保へのご意見を３件いただきま

した。事務局としましては、「全国的に乗務員不足は深刻化しており、確

保に向けた取り組みは急務であると認識しております。P.５３事業３の

取組内容２の通り、運転体験会や職業セミナー・PR 実施、第二種運転免

許の取得促進など、引き続き交通事業者や関係者と連携しつつ、対策の

検討及び実施に向けて取り組んでまいります。」と考えを記載しており

ます。 

また、表６段目の通り「「自動運転」の実証実験の実施もあげられている

が、地域住民の意見を聞いて、人が乗る車であることを忘れず安全第一

としてほしい。」といった自動運転に関するご意見を８件いただきまし

た。事務局としましては、「自動運転バスの実証実験の実施主体は大阪府

であります。本協議会といたしましても、地域住民の安全を第一とした

取り組みとなるよう大阪府と連携してまいります。」と考えを記載して

おります。 

最後に、表７段目の通り、計画書５５ページに対して「金剛ふるさとバ

スは、乗りたい時にバスが無いので困っている。回数をもうちょっと増



 

やしてほしい。」といった金剛ふるさとバスの運行内容に関するご意見

を４件いただきました。事務局としましては、「地域の方にとって利用し

やすい公共交通を提供できるよう、検討していく必要があると認識して

おります。一方で、人口減少に伴う利用者数の低迷や乗務員不足など、

公共交通を取り巻く問題により、限られた財源の中で現状のサービスを

維持することが課題となっております。来年度以降、分科会を設置し、

現在のサービスレベルを基本としつつ、交通事業者と連携しながら運行

内容の見直しを検討してまいります。」と考えを記載しております。 

続きまして、４ページをご覧ください。 

「05 計画の推進」に対しましては、計画書６１ページに対して、「利用

者は事故や遅延の情報が入りにくい現状のため、ふるさとバスや、各市

町村の HP・LINE・防災無線の利用等で速やかな情報が共有できる体制が

必要。特に、お客様相談窓口を作り要望や意見が届く窓口を一本化して

ほしい。」といったご意見がございました。事務局としましては、「地域

にあったサービス内容への見直しには、公共交通を実際に利用される地

域住民の方からのご意見が必要不可欠と認識しております。情報発信や

利用者ニーズを把握する窓口体制の構築など、今後の参考とさせていた

だきます。」と考えを記載しております。 

続きまして、５ページをご覧ください。 

「計画全般」に対しましては、５件のご意見がございました。表２段目

の通り、「過去ワークショップの参加者でバスを利用する現役世代の声

が少ないように見受けられるので、幅広いバス利用者にこのパブリック

コメントの事を周知してほしい。」といったパブリックコメントの実施

に対するご意見もいただきました。事務局としましては、「公共交通は、

幅広い世代からの継続的な利用があって維持できるものと認識してお

ります。現役世代からのご意見もいただくことができるよう、今後のパ

ブリックコメント周知の際は参考とさせていただきます。」と考えを記

載しております。 

続きまして、「その他関連」といたしましては２５件、また、「他のパブ

リックコメントに関する意見」といたしまして１件のご意見をいただき

ました。今回のご意見により文言の修正箇所は、ございませんが、資料

編の１－４ページの表の配色について見やすさを考慮して修正を行っ

ております。今回紹介できなかったご意見と事務局の考えにつきまして

は、参考資料２－２に記載しておりますので、ご確認をお願いいたしま

す。本当にたくさんの貴重なご意見ありがとうございました。頂いたご

意見は、金剛ふるさとバスが持続可能な公共交通の実現に向けた取り組

みに対しまして活用させていただきます。 

次に、資料２、２ページ目及び参考資料２－３をご覧ください。 

②地域公共交通計画についてご説明いたします。最終的な計画（案）概

要版、本編、資料編となります。計画名につきまして、地域住民の皆様

からの投票により決定した金剛ふるさとバスの名称を入れることとし、

「金剛ふるさとバス沿線等地域公共交通計画」に変更いたしました。計



 

画の詳細につきましては、前回の協議会で説明した内容と重複いたしま

すので、割愛させていただきます。 

最後に、③計画の策定・公表までのスケジュールについてご説明いしま

す。今後のスケジュールについてですが、本日の協議会で計画（案）が

承認されましたら、事務局内での必要な手続を行い、令和７年３月３１

日での策定を予定しております。 

 

 𠮷村会長  先程の事務局からの説明を受けまして、まずは、猪井副会長にご意見そ

の他補足してご説明いただけますでしょうか。 

 

 猪井委員  富山大学の猪井です。この計画は、路線バスの廃止という大変な状況に

陥って、大出血を止めないといけないという状態から、その治癒に向か

っていくための非常に大事なカルテのような、方向性を示したものにな

っています。細かい部分はまだまだありますが、現時点で可能な範囲の

様々な方々から意見を聞き、作り上げていただきました。完全というこ

とは申し上げられないと思います。それでも、今できる限りで調べられ

ること、分かっていること、ご意見を聞けるところ、知恵を絞れるとこ

ろを頑張って出して、ベターなものができたと思います。大変丁寧に

様々な方にご意見を聞いて、今のところ書けることを書いていただいた

と思います。ただ、先ほど会長からも話がありましたように、計画がで

きて終わりではなく、これはまさにこの後話に出てくる利用促進検討分

科会のこともそうですが、皆さんも一緒に参加していただいて、金剛ふ

るさとバスが皆様の長く愛されるバスとなって、持続できるものにする

ことが大切ですので、皆様もぜひご協力いただきながら、皆さんの生活

の足が確保できるようになれば思います。ですので、まずは第一歩の計

画として、今できる限りのことは頑張って書いてもらっていると思いま

す。パブリックコメントでは３９人の方から合計７４件もの意見をいた

だいており、本日も２６人の傍聴の方に来ていただいています。大変ご

興味を持っていただいてありがとうございます。この南河内で地域の足

を残していこうと皆さんに興味を持っていただいて、そこの一つのマイ

ルストーンとして、今回このような交通計画をまとめることができたこ

とは、皆さんの努力の結果だと思っています。今できることは書いてい

ただいたと思います。これからこれを実施していくにあたって、様々な

方に参画していただく、まさにバスに乗っていただくこともありますし、

バスを題材としながら考えていくこともありますので、ぜひこれからこ

の計画に基づいて動かしていって、動かしていった中でまだまだ足りな

い部分があれば直していって、それが２１世紀の計画かと思いますので、

ぜひ今後も皆さんのご協力をもって、より良いものにしていきたいと思

います。傍聴の方にもお願いがあります。今日お帰りいただいてから、

地域の方に会ったときには、今日の会議の話をしてください。これから

みんなで実施していくんだということを発信してください。皆さんの努

力の結果、金剛ふるさとバスが４市町村、地域の皆さん、事業者の皆さ



 

んが手を携えて実施していこうという案がまとまりました。何度も言う

ことになりますが、しっかりとした計画ができたと思います。 

 

 𠮷村会長  ありがとうございました。１か月間かけて実施しましたパブリックコメ

ントのご報告がありましたが、何かご意見やご質問はございませんでし

ょうか。 

 

 亀井委員  大阪府の亀井でございます。まずは、地域公共交通計画の策定にあたり

まして、事務局の皆さんにおかれましては、パブリックコメントの実施、

いただいた意見の整理など、大変お疲れ様でございました。私の方から

はですね、先ほど副会長の方からもお話がありましたが、この交通計画

の概要版であれば５ページ、本編であれば５３ページから５４ページに

あります、新技術の新制度を活用いたしました移動環境の整備といたし

まして、自動運転バスを大阪府で担当する立場から、地域公共交通計画

の策定について意見とお願いについてお話しさせていただければと思

います。私ども大阪府では、地元選出の鈴木憲大阪府議の府議会でのご

質問を受けて、吉村大阪府知事が万博のレガシーとして、金剛バスが撤

退した南河内で自動運転バスを走行させるという政治判断がなされて、

自動運転バスの実証実験を２０２５大阪・関西万博の直後から南河内地

域で走行させるべく、鈴木府議のお力添えもいただきながら、大阪府の

方で自動運転バス車両を購入いたしておりますし、区画線の整理、併せ

て３次元測量にも取り組んでまいりました。３月１１日より、地元の方

もご覧になっているかと思いますが、実際に万博の会場を走行いたしま

す車両で走行試験を開始しております。今日現在、一部区間ではござい

ますが、実際に自動運転での走行が可能な状態まで技術的な精度を向上

させております。また、今週の土曜日でございますが、３月２９日には

自動運転バスの地元での機運醸成を図るため、地元太子町の和みの広場、

同じく河南町の白木山公園、こちらを会場といたしまして、吉村大阪府

知事もお越しいただき、新モビフェスタと銘打ちまして、地元のお子さ

ん達に実際に自動運転バスにご乗車いただきまして、自動運転を体験い

ただく、という機会を設ける予定にしています。太子町、河南町に加え

まして、千早赤阪村も直売のブースを出していただけるということでご

ざいまして、この場をお借りいたしまして、改めて大変ご尽力いただい

ております、２町１村の首長様には御礼申し上げます。大阪府が広域自

治体として、これからも全力で取り組んでまいります、自動運転バスで

ございますが、実証実験が３年間、この３年間で自動運転バスの技術を

確立し、その後、実際に南河内地域で通常運行ということをしていくに

あたりましては、基礎自治体であります４市町村に何らかの形でバトン

タッチしていくという形になろうかと思います。公共交通計画にも課題

として挙がっておりましたけれども、南河内では他地域と同様に少子高

齢化が急激に進行しております。大阪府が今後確立してまいります自動

運転バスの技術を基礎自治体でございます４市町村にどのように引き



 

継いでいくのか、現在金剛バスの形態の代替交通として走行しておりま

す近鉄バスや南海バス、４市町村のコミュニティバスと３年後どのよう

に棲み分け若しくは切り替えをどのように図っていくのか、また、３年

後の通常運行では少子高齢化がさらに進む中、実際の料金をどのように

設定してくのか、また、自動運転バスの実施によって運転手不足の解消

とかですね、コストカットを目指していく訳ですが、その運行に必要な

財源が必要でございますので、これをどのように南河内で負担していく

のか、本日ご出席の富田林市、河南町、太子町、千早赤阪村の首長の皆

さんには基礎自治体としての在り方等も含めまして、今から南河内の未

来の姿をどう描いていくのか、しっかりとご議論を深めていただき、３

年後大阪府が確立いたします、自動運転バスの技術、自動運転バスのバ

トンタッチの際に混乱等が生じないようにしていただきたいと思いま

す。意見と言いますか、大阪府の自動運転バスの担当者としてのお願い

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 𠮷村会長  ありがとうございます。自動運転バスは万博のレガシーとして進めてい

こうということでございます。協議会としてもしっかりと大阪府と連携

しながらという風に考えております。 

 

 田中委員  太子町の田中です。富田林土木事務所の亀井課長からお話をいただきま

した。太子町としても自動運転バスが実証実験として本町を走ること非

常に嬉しく思っておりますし、このことが未来に繋がる、そして、今あ

る公共交通を補完する形になろうかと考えており、非常に喜んでいます。

また、２９日には新モビフェスタを行っていただきまして、子どもたち

に未来を感じてもらうといったイベントにしていただけるということ

でございます。そして、亀井課長からバトンタッチというお話をいただ

きました。大阪府としっかりと協議をして、そして４市町村とも協議を

重ね、本協議会や住民の皆さんの理解を得ながら、スムーズなバトンタ

ッチに向けて努力していきたいと思っていますので、意見を述べさせて

いただきます。 

 

 猪井委員  今のご議論を聞きながらですね、バトンタッチというと交代となってし

まいます。これは大阪府さんも一緒に伴走していただくという、バトン

タッチするというわけではなく、一緒に走っていただかないといけない。

大阪府内のバスというのはバス事業者さんの経営努力でなんとかなっ

てきた地域です。新技術だからこそどれくらい費用がかかるか分からな

いものです。バトンタッチとは言わずに、一緒に伴走していただけるよ

うにぜひお願いします。 

 

 𠮷村会長  ありがとうございます。今いただいたご意見を踏まえてですね、協議会

として、この自動運転バスについて大阪府と連携しながらという風に思

っております。 



 

議事「２．地域公共交通計画の策定について」承認することに、ご異議

ございませんでしょうか。また、策定までに生じた軽微な変更について事

務局に一任することにご異議ございませんでしょうか。 

 

 各委員   異議なし。 

 

（３）金剛ふるさとバス利用促進検討分科会の報告について 

 事務局   資料３をご覧ください。 

金剛ふるさとバス利用促進検討分科会の委員構成と令和７年３月２１

日に開催いたしました第１回分科会の内容についてご報告いたします。 

１ページ目をご覧ください。 

金剛ふるさとバス利用促進分科会についてご説明させていただきます。

金剛ふるさとバスの利用促進に関する事項を専門的に検討するため、富

田林市、太子町、河南町及び千早赤阪村地域公共交通活性化協議会の下

部組織として設置いたしました。 

２ページ目をご覧ください。 

分科会の委員構成につきまして、学識経験者から２名、金剛ふるさとバ

ス運行事業者から４名、４市町村の住民から４名、４市町村職員から４

名の計１４名で構成することとなりました。このほか、必要に応じて、

オブザーバーとして様々な方々にご参画いただくように考えておりま

す。 

３ページ目をご覧ください。 

次に、第１回分科会の内容についてご報告いたします。第１回分科会は、

富田林市のきらめき創造館で開催いたしました。今回が初めての会議で

あり、また、金剛ふるさとバスのことを詳しくご存じでない委員もいま

したので、金剛ふるさとバスがどういう経緯で運行を開始したのか、金

剛ふるさとバス利用促進検討分科会がどういう経緯で設置されたのか、

など丁寧にご説明いたしました。会議の概要としましては、まず分科会

長は協議会会長の指名により猪井委員が選任されました。その後、自己

紹介をした後、フリー形式で各委員がそれぞれ利用促進策について意見

を出し合い、早急な利用促進策として、転入者向けに配布する書類に金

剛ふるさとバスの時刻表や路線図を入れてはどうかとの提案があり、現

在実現に向けて準備を進めています。そのほか、夏休み頃に子どもを対

象としたミステリーツアーのようなイベントの開催や、枚方市で開催し

ているスタンプラリーイベントの視察など、今後予定していくことにな

りました。 

４ページ目をご覧ください。 

分科会で出た主な意見を掲載しております。利用環境に関する意見では、

電車との乗り継ぎの改善やキャッシュレス化などの話が上がりました。

情報発信に関する意見では、バス車内に４市町村を PR するポスターな

どを掲載することや、若者世代をターゲットにした SNS を活用した情報

発信、４市町村それぞれのイベントなども情報発信して、その際に金剛



 

ふるさとバスを利用してもらうことによる相乗効果を狙うなどの意見

がございました。魅力向上に関する意見では、金剛ふるさとバスを主軸

にしたイベントの開催や、地域住民や沿線の学校に通う子どもによるア

ナウンスの導入、観光担当者も交えた会議の開催などの意見がございま

した。分科会では、様々な意見があり、今後は、様々な取り組みを協議

し、協議会で報告してまいります。 

 

 𠮷村会長  先程の事務局からの説明を受けまして、この件につきましても、当分科

会の会長でもあります、猪井副会長にご意見その他補足してご説明いた

だけますでしょうか。 

 

 猪井委員  僭越ながら分科会長を承っております。先ほどお話しいただきましたよ

うに３月２１日に分科会がありました。資料の写真だけを見ますと、堅

苦しい会議のように見えますが、こちらにお越しの住民代表の委員の西

田委員や金谷委員、伊藤委員、川邊委員にご参加いただき、行政の方も

バスの直接のご担当ではない方など、様々な行政部門の方々にお越しい

ただいて、議論はフリーディスカッション形式で大変活発にご意見いた

だきました。楽しい会議でした。委員の多くの方が地元に住んでおられ

て、金剛バスに乗っていて、その中で素直に思ったことをおっしゃって

いただきましたので、分科会としては建設的なことを考えていこうとい

うことになりました。その中でまずできることからやっていこうという

ことで、いろんな人を巻き込んで、少しずつ増やしていきましょうとい

う話になっています。今ご提案レベルではありますが、ミステリーツア

ーの開催やバス車内や SNS 上で４市町村の情報を紹介して、またサイネ

ージなどもこれから整備されますので、そこで４市町村が１つのイベン

トを開催して、皆さんに金剛ふるさとバスに乗ってお出かけしようと考

えてもらえるようにできればと思っています。また、分科会委員だけで

なく、オブザーバーとしていろいろな地域の皆さんにもご協力いただき

ながら、活性化していくことを頑張っていきますので、ぜひご協力をお

願いします。 

 

𠮷村会長   ありがとうございました。その他ご意見ございませんでしょうか。資料

の３ページに書いています、利用促進策として４市町村において転入者

向けの配付資料についてなんですが、４月に入りましたら転入者が来ら

れるということになりますので、これについては急いで準備をしてです

ね、それぞれの窓口に置いていただきたいということで、今事務局の方

で調整していただいているところです。また、それぞれ出てきた意見に

つきましては、１つでも２つでも形になるように進めていきたいと考え

ております。 

 

（４）令和６年度 地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通調査等事業）の二次評

価結果の報告について 



 

 事務局   資料４及び参考資料３をご覧ください。 

本件は、前回の協議会でご審議いただきました自己評価を令和７年１月

２９日付けで国土交通省近畿運輸局に提出したところ、令和７年２月２

８日付けでその自己評価に対する二次評価結果の通知がありましたの

で、ご報告するものです。本二次評価は、地方運輸局に設置した各担当

部長及び学識経験者等の有識者からなる第三者評価委員会において審

議したもので、「旧金剛自動車運行エリアの自治体が連携し、綿密な調査

を元に、ともに持続可能な輸送資源の確保しようという姿勢が高く評価

できる。計画の実施に当たっては、分科会での議論や他分野連携など、

引き続き地域内の連携を維持していただきたい。」との評価をいただき

ました。 

 

（５）その他 

・次回協議会の日程について 

 事務局   令和７年度第１回目の協議会は、令和７年５月２０日（火）午後３時か

ら、場所は今回と同じ河南町総合保健福祉センター「かなんぴあ」２階 

大会議室を予定しております。 

 

以上 


